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(57)【要約】
【課題】　品質評価を高精度で行うことができる食品検
査方法及び食品検査装置を提供する
【解決手段】　食品検査装置１の光源１０から検査対象
物５０向けて近赤外光Ｌ１が照射される。光源１０から
照射された近赤外光１０は、検査対象物５０へ入射する
。検査対象物５０で拡散反射した近赤外光のうち、光路
Ｌ３方向に進む光は、検出部２０へ到達する。検出部２
０では光源１０から照射される近赤外光が検査対象物５
０の表面で拡散反射された後に検出部２０の配置される
方向へ出力された光を拡散反射スペクトルとして検出す
る。検出した拡散反射スペクトルの情報は処理部４０へ
送られる。処理部４０では検出部２０で得られた拡散反
射スペクトルを解析することにより吸収スペクトルを求
める。拡散反射スペクトルと、吸収スペクトルの形状と
、に基づいて前記検査対象物の品質を評価する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食品からなる検査対象物に近赤外光を照射して得られる拡散反射光を測定し、その結果
に基づいて検査対象物の品質を評価する食品検査方法であって、
　光源から出力された近赤外光のうち、検査対象物により拡散反射した光の拡散反射スペ
クトルを検出部において測定する測定ステップと、
　前記測定ステップにおいて測定された前記検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、
当該拡散反射スペクトルを処理部において解析することにより得られる吸収スペクトルの
形状と、に基づいて前記検査対象物の品質を評価する評価ステップと、
　を有することを特徴とする食品検査方法。
【請求項２】
　前記評価ステップにおいて、
　前記拡散反射スペクトル、前記処理部において前記拡散反射スペクトルを２階微分する
ことにより得られる前記拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル、前記吸収スペクトル
、及び前記吸収スペクトルを２階微分することにより得られる前記吸収スペクトルの２階
微分スペクトルを用いて前記検査対象物を評価する
　ことを特徴とする請求項１記載の食品検査方法。
【請求項３】
　前記評価ステップにおいて、
　前記拡散反射スペクトルを２階微分するときの波長間隔及び前記吸収スペクトルを２階
微分するときの波長間隔がそれぞれ３０ｎｍ以上であることを特徴とする請求項２記載の
食品検査方法。
【請求項４】
　前記評価ステップにおいて、
　あらかじめ取得された前記検査対象物と同じ食品の基準拡散反射スペクトルの形状と、
前記検査対象物の前記拡散反射スペクトルの形状と、を比較し、
　前記検査対象物の前記拡散反射スペクトルにおいて前記基準拡散反射スペクトルとは異
なるピークが検出された場合に、前記検査対象物に異物が含まれると判定することを特徴
とする請求項１記載の食品検査方法。
【請求項５】
　前記評価ステップにおいて、
　あらかじめ取得された前記検査対象物と同じ食品の基準吸収スペクトルの形状と、前記
検査対象物の前記吸収スペクトルの形状と、を比較し、
　前記検査対象物の前記吸収スペクトルにおいて前記基準吸収スペクトルとは異なるピー
クが検出された場合に、前記検査対象物に異物が含まれると判定することを特徴とする請
求項１記載の食品検査方法。
【請求項６】
　前記評価ステップにおいて、
　前記拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル又は前記吸収スペクトルの２階微分スペ
クトルに含まれるピークのうち、複数のピークの高さの比を比較することを特徴とする請
求項２記載の食品検査方法。
【請求項７】
　前記評価ステップにおいて、
　前記測定ステップにおいて測定された前記検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、
当該拡散反射スペクトルを処理部において解析することにより得られる吸収スペクトルの
形状と、に基づいて前記検査対象物に含まれる水分量を評価することを特徴とする請求項
１記載の食品検査方法。
【請求項８】
　前記評価ステップにおいて、
　前記測定ステップにおいて測定された前記検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、
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当該拡散反射スペクトルを処理部において解析することにより得られる吸収スペクトルの
形状と、に基づいて前記検査対象物に含まれる糖分量を評価することを特徴とする請求項
１記載の食品検査方法。
【請求項９】
　食品からなる検査対象物に近赤外光を照射して得られる拡散反射光を測定し、その結果
に基づいて検査対象物の品質を評価する食品検査装置であって、
　近赤外光を出力する光源と、
　前記光源から出力された近赤外光のうち、検査対象物により拡散反射した光の拡散反射
スペクトルを測定する検出部と、
　前記検出部において測定された前記検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、当該拡
散反射スペクトルを解析することにより得られる吸収スペクトルの形状と、に基づいて前
記検査対象物の品質を評価する処理部と、
　を有することを特徴とする食品検査装置。
【請求項１０】
　前記処理部において、
　前記拡散反射スペクトルと、前記拡散反射スペクトルを２階微分することにより得られ
る前記拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル、前記吸収スペクトル、及び前記吸収ス
ペクトルを２階微分することにより得られる前記吸収スペクトルの２階微分スペクトルと
、を用いて前記検査対象物の品質を評価する
　ことを特徴とする請求項９記載の食品検査装置。
【請求項１１】
　前記処理部において、
　前記拡散反射スペクトルを２階微分するときの波長間隔及び前記吸収スペクトルを２階
微分するときの波長間隔がそれぞれ３０ｎｍ以上であることを特徴とする請求項１０記載
の食品検査装置。
【請求項１２】
　前記処理部において、
　あらかじめ取得された前記検査対象物と同じ食品の基準拡散反射スペクトルの形状と、
前記検査対象物の前記拡散反射スペクトルの形状と、を比較し、
　前記検査対象物の前記拡散反射スペクトルにおいて前記基準拡散反射スペクトルとは異
なるピークが検出された場合に、前記検査対象物に異物が含まれると判定することを特徴
とする請求項９記載の食品検査装置。
【請求項１３】
　前記処理部において、
　あらかじめ取得された前記検査対象物と同じ食品の基準吸収スペクトルの形状と、前記
検査対象物の前記吸収スペクトルの形状と、を比較し、
　前記検査対象物の前記吸収スペクトルにおいて前記基準吸収スペクトルとは異なるピー
クが検出された場合に、前記検査対象物に異物が含まれると判定することを特徴とする請
求項９記載の食品検査装置。
【請求項１４】
　前記処理部において、
　前記拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル又は前記吸収スペクトルの２階微分スペ
クトルに含まれるピークのうち、複数のピークの高さの比を比較することを特徴とする請
求項１０記載の食品検査装置。
【請求項１５】
　前記処理部において、
　前記検出部において測定された前記検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、当該拡
散反射スペクトルを解析することにより得られる吸収スペクトルの形状と、に基づいて前
記検査対象物に含まれる水分量を評価することを特徴とする請求項９記載の食品検査装置
。
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【請求項１６】
　前記処理部において、
　前記検出部において測定された前記検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、当該拡
散反射スペクトルを解析することにより得られる吸収スペクトルの形状と、に基づいて前
記検査対象物に含まれる糖分量を評価することを特徴とする請求項９記載の食品検査装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光を検査対象物である食品に照射して検査対象物において拡散反射された光
を測定し、その結果に基づいて検査対象物の品質を評価する食品検査方法及び食品検査装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品の加工工程において、異物や異状を検査して品質を評価することは、食品の安全に
対する消費者の関心の高まりなどに伴い、ますます重要なものとなっている。このため、
異物及び異状を検出する方法は種々検討されている。
【０００３】
　加工食品に含まれる異物を検査する方法としては、可視光を用いた検査、金属探知機を
用いた検査、磁気センサーを用いた検査やＸ線を用いた検査等が考えられる。しかしなが
ら、上記の検査方法は特定の異物を対象とした検査方法であるという問題がある。例えば
、金属探知機では金属の異物は検出できるものの、毛髪が異物として混入した場合には異
物として検出することができない。また、Ｘ線を用いた検査方法では、包装外部からＸ線
を照射することによる検査が可能であるものの、Ｘ線を透過する毛髪等を異物として検出
することができないという問題点や、食品に放射線を照射することによる影響等が考えら
れる。
【０００４】
　また、加工食品中の成分として例えば水分や糖分の含有量を測定し、その結果から加工
食品の異状を確認する方法がある。例えば加工食品中の水分を分析する方法としては、抜
き取りサンプルを減圧乾燥して測定する方法がある。しかしながら、この方法は破壊検査
となるため、全数検査を行うことはできない。また、これに代わる方法として、加工食品
の導電率測定により加工食品中の水分を測定する方法があるが、導電率を測定するために
センサーを加工食品に接触させる必要があるため、衛生的な面から問題があると考えられ
る。このように、上記の方法はいくつか問題点があり、加工食品の異状を検出する方法と
しては必ずしも適切であるとは言えなかった。
【０００５】
　そこで、全数検査が可能であり、衛生面でも問題がない食品検査方法として、近赤外光
を用いた検査方法が検討されている。例えば、特許文献１のように可視光や近赤外光を加
工食品に照射して、その反射光を検出することによって、異物検査を行う方法が開示され
ている。
【特許文献１】特開２００４－３０１６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、加工食品中には複数の物質が含まれると同時に、検出対象となる異物や
成分分析の対象となる成分は微量であることが多い。このため、近赤外光の反射光により
得られるスペクトルにおいても異物由来のピークは、食品由来のピークと比較して非常に
小さい。したがって、加工食品の品質の評価として、加工食品に含まれる異物や異状をよ
り高精度に検出することができる食品検査方法が求められる。
【０００７】
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　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、品質評価を高精度で行うこ
とができる食品検査方法及び食品検査装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る食品検査方法は、食品からなる検査対象物に近
赤外光を照射して得られる拡散反射光を測定し、その結果に基づいて検査対象物の品質を
評価する食品検査方法であって、光源から出力された近赤外光のうち、検査対象物により
拡散反射した光の拡散反射スペクトルを検出部において測定する測定ステップと、測定ス
テップにおいて測定された検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、当該拡散反射スペ
クトルを処理部において解析することにより得られる吸収スペクトルの形状と、に基づい
て検査対象物の品質を評価する評価ステップと、を有することを特徴とする。
【０００９】
　上記の食品検査方法のように、拡散反射スペクトルの形状と、当該拡散反射スペクトル
から得られる吸収スペクトルの形状と、に基づいて検査対象物の品質を評価することによ
り、拡散反射スペクトルに含まれる微小なピークについても正確に検出することができる
ため、より精度の高い品質評価を行うことができる。
【００１０】
　また、評価ステップにおいて、拡散反射スペクトル、処理部において拡散反射スペクト
ルを２階微分することにより得られる拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル、吸収ス
ペクトル、及び吸収スペクトルを２階微分することにより得られる吸収スペクトルの２階
微分スペクトルを用いて検査対象物を評価することが好ましい。
【００１１】
　拡散反射スペクトル、拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル、吸収スペクトル、及
び吸収スペクトルを２階微分することにより得られる吸収スペクトルの２階微分スペクト
ルを用いることにより、スペクトルに含まれるより小さなピークについても正確に検出し
て評価を行うことができるので、品質評価をより精度よく行うことができる。
【００１２】
　また、評価ステップにおいて、拡散反射スペクトルを２階微分するときの波長間隔及び
吸収スペクトルを２階微分するときの波長間隔がそれぞれ３０ｎｍ以上であることが好ま
しい。
【００１３】
　拡散反射スペクトル及び吸収スペクトルを２階微分する際の波長間隔を３０ｎｍ以上と
することで、検出部で測定した拡散反射スペクトルに含まれる機器由来等のノイズ成分を
除去することができるため、より高いＳ／Ｎ比により２階微分スペクトルを得ることがで
き、高精度の品質評価を行うことができる。
【００１４】
　本発明に係る食品検査方法は、評価ステップにおいて、あらかじめ取得された検査対象
物と同じ食品の基準拡散反射スペクトルの形状と、検査対象物の拡散反射スペクトルの形
状と、を比較し、検査対象物の拡散反射スペクトルにおいて基準拡散反射スペクトルとは
異なるピークが検出された場合に、検査対象物に異物が含まれると判定する態様をとるこ
とができる。
【００１５】
　上記のように、あらかじめ取得された検査対象物と同じ食品の基準拡散反射スペクトル
と検査対象物の拡散反射スペクトルとを比較することにより、拡散反射スペクトルの形状
が食品によるものかどうかをより明確に判定することができる。
【００１６】
　また、評価ステップにおいて、あらかじめ取得された検査対象物と同じ食品の基準吸収
スペクトルの形状と、検査対象物の吸収スペクトルの形状と、を比較し、検査対象物の吸
収スペクトルにおいて基準吸収スペクトルとは異なるピークが検出された場合に、検査対
象物に異物が含まれると判定する態様をとることもできる。
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【００１７】
　上記のように、あらかじめ取得された検査対象物と同じ食品の基準吸収スペクトルと検
査対象物の吸収スペクトルとを比較することにより、吸収スペクトルの形状が食品による
ものかどうかをより明確に判定することができる。
【００１８】
　さらに、本発明に係る食品検査方法は、評価ステップにおいて、拡散反射スペクトルの
２階微分スペクトル又は吸収スペクトルの２階微分スペクトルに含まれるピークのうち、
複数のピークの高さの比を比較する態様をとることもできる。
【００１９】
　上記のように、拡散反射スペクトル又は吸収スペクトルの２階微分スペクトルに含まれ
るピークのうち、複数のピークの高さの比を比較することで、ベースラインの変動等によ
るピーク強度の差を除去してピーク強度の評価を行うことができるため、より正確に検査
対象物の品質評価を行うことができる。
【００２０】
　本発明に係る食品検査方法は、評価ステップにおいて、測定ステップにおいて測定され
た検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、当該拡散反射スペクトルを処理部において
解析することにより得られる吸収スペクトルの形状と、に基づいて検査対象物に含まれる
水分量を評価する態様をとることができる。
【００２１】
　また、評価ステップにおいて、測定ステップにおいて測定された検査対象物の拡散反射
スペクトルの形状と、当該拡散反射スペクトルを処理部において解析することにより得ら
れる吸収スペクトルの形状と、に基づいて検査対象物に含まれる糖分量を評価する態様を
とってもよい。
【００２２】
　上記のように、拡散反射スペクトルや吸収スペクトルの形状から検査対象物に含まれる
水分量や糖分量を評価することにより、検査対象物である食品の品質をより綿密に評価す
ることができる。
【００２３】
　なお、本発明に係る食品検査方法は、以下に示すとおり、食品検査装置の発明としても
記述することができる。これはカテゴリが異なるだけで、実質的に同一の発明であり、同
様の作用及び効果を奏する。
【００２４】
　すなわち、本発明に係る食品検査装置は、食品からなる検査対象物に近赤外光を照射し
て得られる拡散反射光を測定し、その結果に基づいて検査対象物の品質を評価する食品検
査装置であって、近赤外光を出力する光源と、光源から出力された近赤外光のうち、検査
対象物により拡散反射した光の拡散反射スペクトルを測定する検出部と、検出部において
測定された検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、当該拡散反射スペクトルを解析す
ることにより得られる吸収スペクトルの形状と、に基づいて検査対象物の品質を評価する
処理部と、を有することを特徴とする。
【００２５】
　また、処理部において、拡散反射スペクトルと、拡散反射スペクトルを２階微分するこ
とにより得られる拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル、吸収スペクトル、及び吸収
スペクトルを２階微分することにより得られる吸収スペクトルの２階微分スペクトルと、
を用いて検査対象物の品質を評価する態様をとることができる。
【００２６】
　また、処理部において、拡散反射スペクトルを２階微分するときの波長間隔及び吸収ス
ペクトルを２階微分するときの波長間隔がそれぞれ３０ｎｍ以上であることが好ましい。
【００２７】
　本発明に係る食品検査装置は、処理部において、あらかじめ取得された検査対象物と同
じ食品の基準拡散反射スペクトルの形状と、検査対象物の拡散反射スペクトルの形状と、
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を比較し、検査対象物の拡散反射スペクトルにおいて基準拡散反射スペクトルとは異なる
ピークが検出された場合に、検査対象物に異物が含まれると判定する態様をとることがで
きる。
【００２８】
　また、処理部において、あらかじめ取得された検査対象物と同じ食品の基準吸収スペク
トルの形状と、検査対象物の吸収スペクトルの形状と、を比較し、検査対象物の吸収スペ
クトルにおいて基準吸収スペクトルとは異なるピークが検出された場合に、検査対象物に
異物が含まれると判定する態様をとってもよい。
【００２９】
　また、処理部において、拡散反射スペクトルの２階微分スペクトル又は吸収スペクトル
の２階微分スペクトルに含まれるピークのうち、複数のピークの高さの比を比較する態様
をとってもよい。
【００３０】
　本発明に係る食品検査装置は、処理部において、検出部において測定された検査対象物
の拡散反射スペクトルの形状と、当該拡散反射スペクトルを解析することにより得られる
吸収スペクトルの形状と、に基づいて検査対象物に含まれる水分量を評価する態様をとる
ことができる。
【００３１】
　また、処理部において、検出部において測定された検査対象物の拡散反射スペクトルの
形状と、当該拡散反射スペクトルを解析することにより得られる吸収スペクトルの形状と
、に基づいて検査対象物に含まれる糖分量を評価する態様をとることができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、食品の品質評価を高精度で行うことができる食品検査方法及び食品検
査装置が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。な
お、図面の説明において同一または同様の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省
略する。
【００３４】
（第１実施形態）
　本発明に係る食品検査装置の第１実施形態について説明する。図１は、本実施形態に係
る食品検査装置１の構成を示す図である。図１に示される食品検査装置１は、検査台３０
上に配置された検査対象物５０に近赤外光を照射し、その拡散反射光を検出部２０で検出
して食品の異物及び異状を検査する装置であり、光源１０と、検出部２０と、検査台３０
と、処理部４０と、を備える。
【００３５】
　光源１０は、近赤外光を検査対象物５０の配置される検査領域へ照射する。光源１０は
、ハロゲンランプ等を用いることができる。また、種光源及び非線形媒質を備え、種光源
から出射される光を非線形媒質に入力し、非線形媒質中における非線形光学効果によりス
ペクトルを広帯域に広げてスーパーコンティニウム（ＳＣ）光として出力するＳＣ光源を
光源１０として用いることもできる。ＳＣ光源を光源１０として用いた場合、ハロゲンラ
ンプと比較してＳＣ光源による加熱が低減されるため、検査対象物５０として加熱厳禁な
食品等を用いることができる。さらに、光源１０は強度を変調する機能を有していること
が好ましい。
【００３６】
　検出部２０は、光源１０から照射される近赤外光が検査対象物５０の表面で拡散反射さ
れた後に検出部２０の配置される方向へ出力された光を拡散反射スペクトルとして検出す
る。検出した拡散反射スペクトルの情報は処理部４０へ送られる。検出部２０としては、
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例えば、水銀、カドミウム及びテルルからなるＭＣＴ検出器、ＩｎＧａＡｓ検出器等を用
いることができる。
【００３７】
　なお、本実施形態において光源１０が照射する近赤外光とは、波長範囲が８００ｎｍ～
２５００ｎｍの光である。本実施形態では、１０００ｎｍ～２５００ｎｍの波長範囲で測
定を行うことが好ましい。
【００３８】
　検査台３０は、検査対象物５０となる食品を配置する台である。この検査台３０は、光
源１０から照射する近赤外光を透過する材料からなることが好ましい。
【００３９】
　処理部４０は、検出部２０から送られる拡散反射スペクトルの情報を受け取り、解析を
行う。処理部４０により、吸収スペクトルの導出、拡散反射スペクトルの２階微分スペク
トルの導出、吸収スペクトルの２階微分スペクトルの導出が行われる。さらに、品質評価
のための統計処理等が処理部４０において行われる。
【００４０】
　すなわち、本実施形態に係る食品検査装置１において、光源１０から検査対象物５０へ
向けて近赤外光Ｌ１が照射される。光源１０から照射された近赤外光１０は、検査対象物
５０へ入射する。検査対象物５０で拡散反射した近赤外光のうち、光路Ｌ３方向に進む光
は、検出部２０へ到達する。検出部２０では拡散反射スペクトルを測定し、その結果を処
理部４０へ送る。
【００４１】
　ここで、処理部４０において行われる処理について図２～図５を用いて説明する。本実
施形態に係る食品検査装置１における品質評価としては、検査対象物５０に含まれる異物
の検出と、検査対象物５０の異状の検出とが考えられる。ここでは、検査対象物５０に含
まれる異物の検出を例に、処理部４０において行われる処理を説明する。
【００４２】
　図２は、食品検査装置１の検出部２０において測定される拡散反射スペクトルの一例を
示す図である。図２は、食品としてレーズンを用い、この食品上に異物として小枝を載せ
たものを検査対象物とし、食品の表面（食品）と、食品上に載せた異物の表面（異物）と
、を照射位置として、波長範囲１０００ｎｍ～２５００ｎｍの近赤外光を照射した際の拡
散反射スペクトルである。図２では、食品の拡散反射スペクトルでは目立ったピークが少
なく、全体的に拡散反射率が低い。一方、異物の拡散反射スペクトルにおいてはいくつか
の吸収を示すピークを確認することができる。
【００４３】
　次に、図２の拡散反射スペクトルについて、クベルカ－ムンク変換（Kubelka-Munk：Ｋ
Ｍ変換）を行った後、この結果を元にＫＭ吸光度スペクトル（吸収スペクトル）を得る。
【００４４】
　上記のＫＭ変換とは、図２の拡散反射スペクトルを測定する際に得られた各波長におけ
る拡散反射率をＲとしたとき、下記（１）に示すＫ／Ｓを算出することである。なお、Ｋ
は吸収係数、Ｓは散乱係数である。
【００４５】
Ｋ／Ｓ＝（１－Ｒ）２／２Ｒ　　…（１）
【００４６】
　拡散反射スペクトルを測定する際、検査対象物による吸収が強い波長域（吸収ピーク）
においては、長い光路長を有する拡散反射光はほとんど吸収され、短い光路長を有する拡
散反射光のみが放射される。一方、検査対象物による吸収が弱い波長域（吸収ピーク）に
おいては、長い光路長を有する拡散反射光についても一部は吸収されず放射される。した
がって、拡散反射スペクトルにおけるピーク間の相対強度は、元来検査対象物が有する吸
収ピーク間の相対強度よりも小さくなっているため、検査対象物の有する吸収ピークが明
確とならない場合がある。そこで、上記のＫＭ変換を行って算出したＫ／Ｓを用いて吸収
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ピークの形状を明確にすることにより、より検査対象物の特徴を明確にすることができる
ため、より高精度の品質評価を行うことができる。
【００４７】
　図３は、図２の拡散反射スペクトルについて上記の解析を行うことにより得られるＫＭ
吸光度スペクトルを示す図である。図３のＫＭ吸光度スペクトルでは、図２の拡散反射ス
ペクトルにおいてピークがほとんど確認できなかった食品についてもスペクトル形状をよ
り詳細に確認することができる。
【００４８】
　本実施形態の食品検査装置１を用いた食品検査方法では、図２の拡散反射スペクトル及
び図３のＫＭ吸光度スペクトルのスペクトル形状を用いて、検査対象物の分析を行って品
質の評価を行う。具体的には、あらかじめ検査対象物となる食品の標準見本となる拡散反
射スペクトル（基準拡散反射スペクトル）を取得しておき、この拡散反射スペクトルから
ＫＭ吸光度スペクトル（基準吸収スペクトル）を算出しておく。その後異物が混入してい
る可能性のある検査対象物について拡散反射スペクトルを測定し、ＫＭ吸光度スペクトル
を求めた後、これらを標準見本の拡散反射スペクトル及びＫＭ吸光度スペクトルと比較す
ることにより、当該検査対象物に異物が混入しているかを判定することができる。
【００４９】
　また、異物の標準見本をあらかじめ作成しておくことにより、食品に異物が混入してい
る場合にその異物を同定することも可能である。混入が想定される異物としては、例えば
、毛髪等の生体由来物、食品の加工工程に用いられる機材等に由来する金属等、食品の夾
雑物等が考えられる。したがって、これらの物質についてあらかじめ拡散反射スペクトル
の測定及びＫＭ吸光度スペクトルの算出を行って標準見本としておけば、検査対象物の測
定結果とこれらの標準見本とを比較することにより、検査対象物に含まれる異物の同定に
ついても容易に行うことができる。
【００５０】
　なお、拡散反射スペクトルとＫＭ吸光度スペクトルとは、拡散反射スペクトルにおける
拡散反射率（Ｒ）の大小により使い分けることができる。例えば、拡散反射率（Ｒ）が０
．１以上の場合、すなわち拡散反射スペクトルにおいて下向きのピーク（吸収ピーク）の
強度が０．１より大きい場合は、拡散反射スペクトルにおいても吸収ピークのピーク波長
及びその形状が十分に確認できることから、拡散反射スペクトルにおける評価を用いるこ
とができる。しかし、拡散反射率（Ｒ）が０．１より小さい場合は、検査対象物の食品の
ピークと異物のピークとが混同される可能性もあるため、ＫＭ吸光度スペクトルを算出し
て各ピークをより明確に区別した後に評価することにより、より精度の高い評価を行うこ
とができる。
【００５１】
　本実施形態に係る食品検査方法では、上記で得られた拡散反射スペクトル及びＫＭ吸光
度スペクトルそれぞれの２階微分スペクトルを用いることにより、さらに詳細な分析を行
うことができる。
【００５２】
　図４は、図２の拡散反射スペクトルを２階微分して得られる拡散反射２階微分スペクト
ルを示す図である。また、図５は、図３のＫＭ吸光度スペクトルを２階微分して得られる
ＫＭ吸光度２階微分スペクトルを示す図である。このように、２階微分を行うことにより
、元のスペクトルのピークの正負が反転するものの、元のスペクトルのピークがより顕著
に示される。したがって、拡散反射２階微分スペクトル及びＫＭ吸光度２階微分スペクト
ルそれぞれにおけるピークの位置（ピーク波長）及びその強度を評価することにより、検
査対象物に異物が混入しているかどうかをより精度よく判定することができる。
【００５３】
　上記の品質評価の判定の際には、拡散反射スペクトル及びＫＭ吸光度スペクトルによる
評価の際と同様に、標準見本を用いた比較が好適である。検査対象物となる食品や混入が
想定され得る異物について拡散反射スペクトルを測定した際に、この結果からあらかじめ
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拡散反射２階微分スペクトル及びＫＭ吸光度２階微分スペクトルにおけるピーク波長及び
ピーク強度を求めて標準見本を作成しておき、検査対象物５０の測定結果（算出結果）と
標準見本とを比較することにより、検査対象物５０への異物の混入の有無及び異物の同定
が可能となる。
【００５４】
　また、拡散反射２階微分スペクトル及びＫＭ吸光度２階微分スペクトルを用いて品質を
評価する際には、これらのスペクトルに含まれる複数のピークの強度の比率により、スペ
クトル中のピークの形状を評価することも有用である。例えば、検査対象物５０から得ら
れる拡散反射２階微分スペクトルまたはＫＭ吸光度２階微分スペクトルにおいて波長１９
３０ｎｍのピーク強度に対する波長１４２１ｎｍにおけるピーク強度の比率を算出し、こ
の結果を標準見本と比較することによって、検査対象物５０への異物の混入の有無を評価
することもできる。
【００５５】
　なお、拡散反射スペクトル及びＫＭ吸光度スペクトルから拡散反射２階微分スペクトル
及びＫＭ吸光度２階微分スペクトルを算出するとき、波長間隔を３０ｎｍ以上とすること
が好ましい。波長間隔を３０ｎｍより小さくすると、食品及び混入され得る異物によるピ
ークではく、機器由来等の小さなピーク等が誤認識される可能性がある。波長間隔を３０
ｎｍ以上とすることで、これらのノイズを減らすことができ、より正確に検査対象物５０
由来のピークを認識することができる。
【００５６】
　このように、食品検査装置１の検出部２０において測定される拡散反射スペクトルのほ
か、処理部４０で算出されるＫＭ吸光度スペクトルを用いることにより、検査対象物５０
への異物の混入の有無について精度よく評価することができる。
【００５７】
　次に、検査対象物５０の異状の評価を本実施形態に係る食品検査装置１を用いて行った
場合について説明する。食品からなる検査対象物５０の異状を検出する方法として、食品
中に含まれる水分や糖分を測定する方法がある。本実施形態に係る食品検査装置１によれ
ば、検査対象物５０に含まれる水分や糖分等の評価を行うこともできる。例えば、拡散反
射スペクトルにおいて、食品中の水分は、波長１４００ｎｍ付近及び波長１９００ｎｍ付
近に吸収ピークを有することが知られている。したがって、波長１４００ｎｍ付近及び波
長１９００ｎｍ付近の吸収ピークのピーク強度から、検査対象物５０の食品中の水分量を
算出することができる。同様に、糖分は波長１５００ｎｍ付近と波長２１００ｎｍ付近に
吸収ピークを有することが知られているので、これらの吸収ピークのピーク波長やピーク
強度から、検査対象物５０の食品中の糖分の種類や糖分量を求めることができる。上記の
異状の評価方法を用いて、例えば、検査対象物となる食品の水分量や糖分量についてあら
かじめ閾値を設けておき、検査対象物５０の水分量や糖分量が閾値を外れた場合には不良
（異状あり）として取り除く等の処置を行うことにより、より高い精度で品質の高い製品
を生産することが可能となる。
【００５８】
　以上のように、本実施形態の食品検査装置１によれば、検査対象物５０に近赤外光を照
射することによって得られる拡散反射スペクトルと、拡散反射スペクトルを解析すること
より得られる吸収スペクトルと、を用いて検査対象物の品質を評価することにより、より
高精度で品質評価を行うことができる。
【００５９】
（第２実施形態）
　本発明に係る食品検査装置の第２実施形態について説明する。図６は、本実施形態に係
る食品検査装置２の構成を示す図である。食品検査装置２では、光源１０が検査台３０の
下方から検査対象物５０を照射している点が、第１実施形態に係る食品検査装置１と異な
る点である。
【００６０】
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　本実施形態に係る食品検査装置２において、光源１０から検査対象物５０向けて近赤外
光Ｌ１が照射される。近赤外光Ｌ１は、検査台３０を経て検査対象物５０へ入射する。検
査対象物５０へ入射し、検査対象物５０で拡散反射した近赤外光のうち、光路Ｌ５方向に
進む光は、検出部２０へ到達する。
【００６１】
　本実施形態に係る食品検査装置２においても、検出部２０において光路Ｌ５を進み検出
部２０に到達した拡散反射光の拡散反射スペクトルを測定する。また、処理部４０におい
て拡散反射スペクトルから、ＫＭ吸光度スペクトル、拡散反射２階微分スペクトル及びＫ
Ｍ吸光度２階微分スペクトルを算出し、この算出結果から検査対象物５０の品質評価を行
う。したがって、第１実施形態と同様に、拡散反射光の測定による食品の品質評価を精度
よく行うことができる。
【００６２】
　以上、本発明における好適な実施形態を具体的に示したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、種々の変更が可能である。
【００６３】
　例えば、上記実施形態において、光源１０が照射する近赤外光の波長範囲は適宜変更す
ることができる。例えば、特定の異物の検出や、食品中の特定の成分の成分量の測定を目
的として、光源１０から照射する近赤外光の波長範囲を短くすることのほか、複数の波長
範囲を選択して測定することもできる。なお、波長範囲を短くする場合は、吸収ピークを
有すると考えられる波長の前後少なくとも１００ｎｍの範囲の近赤外光を照射することに
よって、より正確な測定を行うことができる。
【００６４】
　また、上記実施形態において得られる拡散反射スペクトルや吸収スペクトル（ＫＭ吸光
度スペクトル）、拡散反射２階微分スペクトル及びＫＭ吸光度２階微分スペクトルに、更
に補正を行う処理を施してもよい。スペクトルの補正としては、例えばベースラインの補
正手法としてＭＳＣ（Multiplicative Scatter Correction：乗法的散乱修正）を用いて
、スペクトル中の加法的あるは乗法的な効果を補正することで、スペクトルに現れる検査
対象物の表面状態の影響を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】第１実施形態に係る食品検査装置１の構成を示す図である。
【図２】食品検査装置１の検出部２０において測定される拡散反射スペクトルの一例を示
す図である。
【図３】図２の拡散反射スペクトルを解析することにより得られるＫＭ吸光度スペクトル
を示す図である。
【図４】図２の拡散反射スペクトルを２階微分して得られる拡散反射２階微分スペクトル
を示す図である。
【図５】図３のＫＭ吸光度スペクトルを２階微分して得られるＫＭ吸光度２階微分スペク
トルを示す図である。
【図６】第２実施形態に係る食品検査装置２の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１、２、３…食品検査装置、１０…光源、２０…検出部、３０…検査台、４０…処理部
、５０…検査対象物。
 



(12) JP 2009-168747 A 2009.7.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2009-168747 A 2009.7.30

【図５】 【図６】



(14) JP 2009-168747 A 2009.7.30

10

フロントページの続き

(72)発明者  島津　貴之
            神奈川県横浜市栄区田谷町１番地　住友電気工業株式会社横浜製作所内
(72)発明者  片山　誠
            神奈川県横浜市栄区田谷町１番地　住友電気工業株式会社横浜製作所内
(72)発明者  奥野　俊明
            神奈川県横浜市栄区田谷町１番地　住友電気工業株式会社横浜製作所内
(72)発明者  田中　正人
            神奈川県横浜市栄区田谷町１番地　住友電気工業株式会社横浜製作所内
Ｆターム(参考) 2G051 AA05  AA28  AB06  BA06  CA01  CB01  CB05  EA08 
　　　　 　　  2G059 AA05  BB11  DD13  EE02  EE12  HH01  KK01  MM01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

